
令和５年度 滋賀県教育会 ご入会のお願い 

滋賀県教育会は、長い歴史を基盤に、県内の幼小中高教職員、退職された元教職員、ＰＴＡ会員、地

域の教育関係者の方々等趣旨に賛同してくださる約 8,500 名の皆様にご入会いただき、その会費によっ

て活動を進めてきています。各郡市の教育会においても、県教育会と連携を強めながらそれぞれ独立し

た機能をもって活動を進めてきています。滋賀県教育会の活動の趣旨をご理解いただき、一人でも多く

の皆様にご入会いただくことによって、会員の豊かな経験と深い教育への熱意を結集し、滋賀の教育の

継承と発展に尽力していきますので、ご入会を心からお待ちしています。なお３号会員は「終身会員」

となります。この機会に是非ともご登録ください。また、１・２号会員は年度ごとの更新になります。 

～～  ～～ 

１ 時代にふさわしい教育世論の喚起 

２ 会員の資質向上を図る事業の推進 

□第 74 回日本連合教育会研究大会 山口大会 

□令和５年度県外研修（山口市周辺） 

□令和５年度研究大会 高島・大津大会 

□令和５年度県内研修（蒲生郡方面） 

３ 学校園教育の振興改善に関する研究会等 

園児児童生徒の文化活動等の主催・後援  

□滋賀県青少年書展 

□青少年美術展 

４ 生涯学習・家庭教育の振興に関する育成、助成 

並びに関係諸団体との連携活動 

５ 教育功労者の表彰並びに顕彰 

□永年勤続、長寿 等 

６ 会報・会誌の発行並びに教育関係図書の刊行 

□月刊会報｢滋賀教育｣（803～811 号発行予定） 

□季刊会誌｢近江教育｣（689・690 号発行予定） 

□学級日誌(小・中)…令和５年度用採用校 145 校 

７ 心の教育推進事業並びに心の教育資金の充実 

 □教育実践奨励事業 令和４年度 １０件 

□心の教育推進(篤行)にかかる顕彰事業 

令和４年度  一般３件 計３件顕彰 

入会方法 入会申込書に必要事項をご記入の上、所属校園種別に下記まで申し込んでください。 

☆ 保･幼･こ･小･中学校園の場合、校園内でまとめ、所属教育会の事務局へ 
☆ 県立学校の場合…直接、滋賀県教育会事務局へ 
 

〒520-0807 大津市松本一丁目 2-1  滋賀県大津合同庁舎 6 階  
一般社団法人 滋賀県教育会事務局 TEL 077-521-0031 
               FAX 077-521-0055 
                                  ＜令和 4 年度県内研修会【信楽】風景＞ 

滋賀県教育会入会申込書 

本会の   号会員に入会し、会費        円を納入します。 
ご住所 〒                （現住所の小学校区       小学校区） 

                                      

ご芳名
ふりがな

                （３号会員入会の方のみ   年  月  日生） 

※ ＰＴＡの方…学校園名       立            ） 

※ 地域の方は、住所欄右側にある小学校区名を必ずご記入ください。 

 
☆会報「滋賀教育｣、会誌｢近江教育｣を 

会員全員に配布 

☆各種事業案内と参加 

☆３号会員名は終身保存 

☆満８０歳の３号会員に｢長寿祝｣を贈呈 

☆会員が結婚されるときに、祝詞を贈り、

｢滋賀教育｣に掲載 

☆会員が逝去されたときは、弔電を送り、

弔慰文を｢滋賀教育｣に掲載 

 
 

３号会員 一括３万円、以後会費不要

終身会員として登録 

活動費は、県教育会：郡市教育会 

       ＝  ２：１の比率 

 ２号会員 年３千円、毎年更新 

 活動費は、県教育会：郡市教育会 

       ＝  １：２の比率 

１号会員 年２千円、毎年更新 

 活動費は、県教育会：郡市教育会 

       ＝  １：１の比率 

特 典 

会 費 


